
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
）

国
際
航
路
標
識
機
関
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
国
際
航
路
標
識
協
会
を
国
際
機
関
と
す
る
た
め
、
国
際
航
路
標
識
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
及
び
そ
の
運
営
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
二
一
年
（
令
和
三
年
）
一
月
に
パ
リ
で
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十

二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
際
法
に
基
づ
き
、
政
府
間
機
関
と
し
て
国
際
航
路
標
識
機
関
（
以
下
「
機
関
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
。
機
関
は
、

諮
問
的
か
つ
技
術
的
な
性
格
を
有
し
、
機
関
の
所
在
地
は
、
総
会
が
別
段
の
決
定
を
行
わ
な
い
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
す
る
。

二
、
機
関
は
、
安
全
か
つ
能
率
的
な
船
舶
の
移
動
の
促
進
、
技
術
協
力
及
び
能
力
開
発
の
機
会
の
促
進
、
実
行
可
能
な
最
高
基

準
が
一
般
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
の
奨
励
並
び
に
審
議
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
交
換
と
い
っ
た
目
標
を
促
進
す
る
た
め
、
航
路

標
識
の
規
制
、
提
供
、
維
持
又
は
運
用
に
関
心
を
有
す
る
政
府
及
び
組
織
を
協
働
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
、
機
関
は
、
非
義
務
的
な
基
準
等
を
策
定
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
、
加
盟
国
等
に
よ
り
機
関
に
付
託
さ
れ
た
基
準
等
に
つ

い
て
審
議
し
、
及
び
勧
告
す
る
こ
と
、
情
報
交
換
等
の
仕
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
、
国
際
協
力
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
、
支
援

を
要
請
す
る
政
府
等
へ
の
支
援
を
円
滑
に
す
る
こ
と
、
会
議
等
を
開
催
す
る
こ
と
、
並
び
に
関
連
す
る
国
際
機
関
等
と
連
絡



二

を
保
ち
、
及
び
協
力
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

四
、
機
関
は
、
加
盟
国
、
準
加
盟
国
及
び
賛
助
加
盟
員
で
構
成
す
る
。

五
、
機
関
は
、
諸
組
織
と
し
て
、
総
会
、
理
事
会
、
機
関
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
委
員
会
及
び
補
助
組
織
並
び
に

事
務
局
を
有
す
る
。
ま
た
、
機
関
に
、
議
長
国
及
び
副
議
長
国
を
置
き
、
議
長
国
（
議
長
国
が
不
在
の
場
合
は
、
副
議
長

国
）
は
、
総
会
及
び
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

六
、
機
関
の
運
営
の
た
め
の
経
費
は
、
加
盟
国
の
分
担
金
、
準
加
盟
国
及
び
賛
助
加
盟
員
の
会
費
、
並
び
に
寄
付
金
等
の
理
事

会
が
承
認
す
る
財
源
に
よ
っ
て
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
各
加
盟
国
等
は
、
分
担
金
等
を
毎
年
支
払
う
。
ま
た
、
各
加
盟
国
の

分
担
金
は
、
同
額
と
し
、
財
政
規
則
に
従
っ
て
支
払
の
義
務
が
生
じ
る
。

七
、
機
関
は
、
国
際
法
上
の
法
人
格
を
有
し
、
並
び
に
契
約
、
不
動
産
等
の
取
得
及
び
処
分
、
訴
え
の
提
起
等
を
行
う
能
力
を

有
す
る
。
ま
た
、
機
関
は
、
加
盟
国
の
領
域
に
お
い
て
、
当
該
加
盟
国
と
の
協
定
に
定
め
る
範
囲
内
で
、
機
関
の
任
務
を
遂

行
し
、
か
つ
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
特
権
及
び
免
除
を
享
受
す
る
。

八
、
こ
の
条
約
は
、
三
十
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず

る
。


